
 

 

                 短      辺             （日本工業規格Ａ列４番型） 

 

備考 

 （１） 用紙は、白地とすること。 

 （２） 打刻様式欄には、打刻の訂正を行う場合の訂正様式をも記載すること。 

 （３） 打刻字体欄には、使用するすべての打刻字体を押印するか、又は打刻の拓本若しくは打刻

と同一寸法の写真若しくは図面をはり付けること。 

 （４） 自動車の車台番号の打刻届出書にあつては「原動機の型式」及び「原動機」の文字を、自

動車の原動機の型式の打刻届出書にあつては「車台番号」及び「車台」の文字をそれぞれ抹

消すること。 

 （５） 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。 
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